
情報公開制度の利用者の皆様へ

○「公開請求」と「任意
．．
公開申出」

情報公開制度は、条例に基づく「公開請求」と任意的に公開を行う「任意公開申出」があります。

「公開請求」の場合は、次の要件を満たす必要があります。

・ 公開請求者の要件を満たしていること。（市内に在住、勤務、通学など）

・ 平成11年7月1日（旧条例の施行の日）以後に作成し又は取得した公文書であること。

ただし、議会が保有する公文書は平成14年4月1日以後、合併前の佐土原町、田野町、高岡町、

清武町の公文書は平成15年4月1日以後に作成し又は取得した公文書であること。

○公開請求に関する事務の流れ

※１ 任意公開申出の場合は、「任意公開申出書（要綱 様式第 6号）」を作成。

※２ 任意公開申出の場合は、公開請求の手続に準じて事務を行う。（受理から決定までの期間は

14日以内に限られていない。）

○公文書の写しの交付に係る費用

公文書の写しの交付を受ける場合には、下記の費用が必要となります。

情報公開制度に関するお問い合わせ先

宮崎市 総務部 総務法制課

TEL 0985-21-1721 FAX 0985-27-8070
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電話連絡 市民情報センターへ
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白黒印刷の場合 写し１枚につき １０円

カラー印刷の場合 写し１枚につき ５０円

Ａ３版以上の大きさの公文書の写しの交付で、

１枚での交付を希望する場合
外部印刷に伴う印刷代実費

電磁的記録をフロッピーディスク・光ディスク

に複写した場合

フロッピーディスク・光ディスク

の購入費相当額

公文書の写しの送付に要する費用 郵便料金相当額

※両面印刷した公文書の写しについては、片面を 1枚として換算します。



公文書の公開を求められた方へ

１ 公開請求又は任意公開申出は、市民情報センターへ直接提出いただくか、郵

送により行ってください。

２ 公開するかどうかの決定は、公開請求があった日の翌日から起算して１４日

以内に行うことになっています。（任意公開申出の場合：該当しない）

３ やむを得ない理由により、１４日以内に公開するかどうかの決定を行うこと

ができない場合は、「公開決定等期間延長通知書」により、速やかにお知らせし

ます。（任意公開申出の場合：該当しない）

４ 公開するかどうかの決定、公開の日時及び場所は、所管課と調整していただ

くことになり、「公開決定通知書」、「部分公開決定通知書」又は「非公開決定通

知書」によりお知らせします。

（任意公開申出の場合：「任意公開回答書」により通知）

５ 公開の際、公文書の管理、保存に支障がある場合、公文書を部分公開する場

合などには、公文書を複写したものによる閲覧をしていただくことがあります。

５ 公文書の写しを求められる場合は、写しの作成を要する費用を負担していただき

ます。また、郵送を希望された場合は、送付に要する郵送料を負担していただきま

す。複写料及び郵送料の額は、決定通知書又は回答書でお知らせします。

６ この公文書公開制度によって得た情報は、適正に使用してください。

住所：〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目１番１号

宮崎市総務部総務法制課

電話番号：２１－１７２１


